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豊中市学校教育審議会に係る規則等について 

 

１．豊中市学校教育審議会規則 

（目的） 

第１条 この規則は，執行機関の附属機関に関する条例（昭和２８年豊中市条例第３８

号）第２条の規定に基づき，豊中市学校教育審議会（以下「審議会」という。）の組織

及び運営その他審議会について必要な事項を定めることを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は，教育委員会の諮問に応じて，市立小学校，市立中学校及び市立義務

教育学校の通学区域その他の学校教育のあり方についての諸課題を調査審議し，意見を

答申するものとする。 

（組織） 

第３条 審議会は，委員１０人以内で組織する。 

（委員） 

第４条 委員は，次の各号に定める者のうちから，教育委員会が委嘱する。 

(１) 優れた識見を有する者 

(２) 市民 

２ 前項第２号に掲げる者は，公募により選考する。ただし，応募がなかったときその

他やむを得ない理由があるときは，この限りでない。 

（任期） 

第５条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は，前条第１項第２号の委員を除き，再任されることができる。 

３ 教育委員会は，委員に特別の事情があると認める場合は，任期中であっても解嘱す

ることができる。 

（会長及び副会長） 

第６条 審議会に，会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選により定める。 

３ 会長は，審議会を代表し，会務を総理する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 審議会は，会長が招集し，会長が議長となる。 

２ 審議会は，委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決す



【資料１】 

2/5 

るところによる。 

（部会） 

第８条 審議会に，専門の事項を調査審議させるために必要があるときは，部会を置く

ことができる。 

２ 部会は，会長が指名する委員で組織する。 

３ 部会に座長を置き，座長は，部会に所属する委員の互選によりこれを定める。 

４ 座長は，部会における審議状況及び結果を審議会に報告しなければならない。 

（関係人の出席） 

第９条 会長は，必要があると認めるときは，関係人の出席を求め，その意見を求める

ことができる。 

（庶務） 

第１０条 審議会の庶務は，学校教育課において処理する。 

（委任） 

第１１条 この規則に定めるもののほか，審議会の運営について必要な事項は，会長が

審議会に諮って定める。 

附 則 

１ この規則は，執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例（平成１３年

豊中市条例第３１号）の施行の日から施行する。 

２ この規則の施行後最初に招集される審議会並びに会長及び副会長に事故がある場合

その他の会長の職務を行う者がない場合における審議会の招集及び会長が決定されるま

での審議会の議長は，教育長が行う。 

３ 令和３年８月１日から令和５年５月３１日までの間に委嘱される委員の任期は，第

５条第１項の規定にかかわらず，同日までとする。 

附 則（平成１５年４月１日教育委員会規則第２号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２７日教育委員会規則第１号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２６日教育委員会規則第７号抄） 

１ この規則は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年４月２４日教育委員会規則第１５号） 

１ この規則は，平成２０年７月１日から施行する。 

２ 豊中市立小・中学校通学区域審議会規則（昭和２９年豊中市教育委員会規則第２

号）は，廃止する。 

３ この規則の施行後最初に招集される審議会並びに会長及び副会長に事故がある場合
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その他の会長の職を行うものがない場合における審議会の招集及び会長が決定されるま

での審議会の議長は，教育長が行う。 

４ この規則の施行後この規則による改正後の豊中市学校教育審議会規則（以下「改正

後の規則」という。）第４条第１項各号に掲げる者のうちから最初に委嘱される委員の

任期は，改正後の規則第５条第１項本文の規定にかかわらず，平成２１年５月３１日ま

でとする。 

附 則（平成２３年３月２５日教育委員会規則第２号抄） 

１ この規則は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３０日教育委員会規則第１２号） 

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年７月２０日教育委員会規則第２２号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（令和５年２月１４日教育委員会規則第１号） 

この規則は，令和５年６月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月２４日教育委員会規則第７号抄） 

１ この規則は，令和５年４月１日から施行する。 

 

２．豊中市情報公開条例（抜粋） 

（行政文書の開示義務） 

第７条 実施機関は，開示請求があったときは，開示請求に係る行政文書に次の各号に掲

げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き，開示

請求者に対し，当該行政文書を開示しなければならない。 

(１) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって，

当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個人を識別するこ

とができるもの（他の情報と照合することにより，特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが，公に

することにより，なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし，次に掲

げる情報を除く。 

ア 法令若しくは条例（以下「法令等」という。）の規定により又は慣行として公

にされ，又は公にすることが予定されている情報 

イ 人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，公にすることが必要であると

認められる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１

項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）
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第２条第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。），独立行政法

人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第

１４０号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役

員及び職員，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地

方公務員並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１

１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役

員及び職員をいう。）である場合において，当該情報がその職務の遂行に係る

情報であるときは，当該情報のうち，当該公務員等の職及び氏名並びに当該職

務遂行の内容に係る部分 

(２) 法人その他の団体（国，独立行政法人等，地方公共団体及び地方独立行政法人その

他の公共団体を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人

の当該事業に関する情報であって，公にすることにより，当該法人等又は当該個人

の権利，競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただ

し，人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，公にすることが必要であると

認められる情報を除く。 

(３) 市の機関並びに国，独立行政法人等，他の地方公共団体及び地方独立行政法人その

他の公共団体（以下「国等」という。）の内部又は相互間における審議，検討又は

協議に関する情報であって，公にすることにより，率直な意見の交換若しくは意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれ，不当に市民の間に混乱を生じさせるおそ

れ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

(４) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって，公にすることによ

り，次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上，当該事務又は事業の適正

な遂行に著しく支障を及ぼすおそれがあるもの 

ア 監査，検査，取締り，試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し，正

確な事実の把握を著しく困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を著し

く容易にし，若しくはその発見を著しく困難にするおそれ 

イ 契約，交渉又は争訟に係る事務に関し，市又は国等の財産上の利益又は当事者

としての地位を著しく害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し，その公正かつ能率的な遂行を著しく阻害するおそ 

  れ 

エ 人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に著しく支障を及ぼす

おそれ 

オ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業又は独立行政法人等若

しくは地方独立行政法人に係る事業に関し，その企業経営上の正当な利益を著
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しく害するおそれ 

(５) 実施機関の要請を受けて，公にしないとの条件で任意に個人又は法人等から提供さ

れた情報であって，当該個人又は当該法人等における通例として公にしないことと

されているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質，当時の状況等に

照らして合理的であると認められるもの。ただし，人の生命，健康，生活又は財産

を保護するため，公にすることが必要であると認められる情報を除く。 

(６) 公にすることにより，人の生命，健康，生活又は財産の保護，犯罪の予防又は捜査

その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報 

(７) 法令等の規定により，又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示

（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条第１号ヘの指示その他これに

類する行為をいう。）により公にすることができない情報 

 

（会議の公開） 

第２３条 附属機関等の会議（法令等の規定により公開することができないとされている

会議を除く。）は，公開するものとする。ただし，次に掲げる場合は，非公開とすること

ができる。 

(１) 不開示情報が含まれる事項について調停，審査，審議，調査等を行う会議を開催す

る場合 

(２) 物理的な妨害行動等が客観的に予測され，当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が

生じると認められる場合 

 

３．審議会等の会議の公開の実施に関する要領（抜粋） 

第２ 公開，非公開の決定 

１ 審議会等の会議の公開，非公開については，条例に基づき，当該審議会がその会議に

おいて決定するものとする。ただし，新たに設置される審議会等であって,審議会等の設置

の趣旨，目的等から当該審議会等の会議を公開することが条例に基づき明らかな場合は,当

審議会等を設置する執行機関が会議を公開することを決定することができる。 

 


